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(57)【要約】
【課題】シリンダヘッドへの点火プラグの装着の際に、
点火プラグ及びシリンダヘッドを過負荷することなしに
シリンダヘッドにおける位置調整を可能にし、かつ卓越
した気密性と、緩み耐性のある不動の装着を保証するよ
うなシール部材を備えた点火プラグを提供する。
【解決手段】点火プラグ１の折り畳みシールリング７が
、ケーシング５の外周に配置されていて、折り畳みシー
ルリングの横断面は中空プロフィールを有しており、折
り畳みシールリングは、外方に向けられた自由脚部７ａ
と、載置領域７ｂとを有しており、載置領域は、当接面
１０ａ上に載置されていて、自由脚部は、載置領域に対
して所定の角度αを成して配置されており、折り畳みシ
ールリングは、点火プラグの組み付けの際に圧縮され、
自由脚部は、組み付けの際に当接面の方向に折り曲げら
れ、折り畳みシールリングの直径が拡大されるように設
計されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関のための点火プラグであって、
　アース電極（２）と、
　中心電極（３）と、
　絶縁体（４）と、
　ケーシング（５）と、
　折り畳みシールリング（７）とを有しており、該折り畳みシールリング（７）が、ケー
シング（５）の外周に配置されていて、折り畳みシールリング（７）の横断面は中空プロ
フィールを有しており、折り畳みシールリング（７）は、外方に向けられた自由脚部（７
ａ）と、載置領域（７ｂ）とを有しており、折り畳みシールリング（７）の載置領域（７
ｂ）は、当接面（１０ａ）上に載置されていて、自由脚部（７ａ）は、載置領域（７ｂ）
に対して所定の角度（α）を成して配置されており、折り畳みシールリング（７）は、点
火プラグ（１）の組み付けの際に圧縮され、自由脚部（７ａ）は、組み付けの際に当接面
（１０ａ）の方向に折り曲げられ、折り畳みシールリング（７）の直径が拡大されるよう
に設計されていることを特徴とする、内燃機関のための点火プラグ。
【請求項２】
　横断面の前記中空プロフィールが閉じられている、請求項１記載の点火プラグ。
【請求項３】
　折り畳みシールリング（７）が折り返し領域（７ｅ）を有しており、該折り返し領域（
７ｅ）は、折り畳みシールリング（７）の内側に向けられた、自由脚部（７ａ）の面で自
由脚部（７ａ）に接触している、請求項１又は２記載の点火プラグ。
【請求項４】
　折り畳みシールリング（７）が、自由脚部（７ａ）と、載置領域（７ｂ）と、湾曲領域
（７ｃ）と、まっすぐな結合領域（７ｄ）と、折り返し領域（７ｅ）とを有しており、自
由脚部（７ａ）は載置領域（７ｂ）に移行しており、載置領域（７ｂ）は湾曲領域（７ｃ
）に移行しており、湾曲領域（７ｃ）はまっすぐな結合領域（７ｄ）に移行しており、ま
っすぐな結合領域（７ｄ）は折り返し領域（７ｃ）に移行している、請求項３記載の点火
プラグ。
【請求項５】
　自由脚部（７ａ）と載置領域（７ｂ）との間の角度（α）が、１００°～１４０°の範
囲にあり、特に約１２０°である、請求項１から４までのいずれか１項記載の点火プラグ
。
【請求項６】
　まっすぐな結合領域（７ｄ）と載置領域（７ｂ）との間の角度（γ）が、１０°～３０
°の範囲にあり、特に約２０°である、請求項４又は５記載の点火プラグ。
【請求項７】
　まっすぐな結合領域（７ｄ）と自由脚部（７ａ）との間の角度（β）が、６５°～８５
°の範囲にあり、特に約７５°である、請求項４から６までのいずれか１項記載の点火プ
ラグ。
【請求項８】
　ケーシング（５）が、折り畳みシールリング（７）を収容するための切欠（５ａ）を有
しており、該切欠（５ａ）が曲率半径（Ｒ１）を有しており、該曲率半径は、折り畳みシ
ールリングの湾曲領域（７ｃ）の外側の曲率半径（Ｒ２）に相当する、請求項１から７ま
でのいずれか１項記載の点火プラグ。
【請求項９】
　ケーシング（５）に配置されている、点火プラグを固定するためのねじ山（６）が、折
り畳みシールリング（７）よりも、点火プラグの燃焼室側の端部（１ａ）により近く配置
されている、請求項１から８までのいずれか１項記載の点火プラグ。
【請求項１０】
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　リング状のシールエレメント（８）が設けられており、該シールエレメント（８）は、
折り畳みシールリング（７）よりも、点火プラグの燃焼室側の端部（１ａ）により近く配
置されている、請求項１から９までのいずれか１項記載の点火プラグ。
【請求項１１】
　シールエレメント（８）が、ねじ山（６）の領域に配置されていて、ねじ山（６）が、
第１のねじ山領域（６ａ）と第２のねじ山領域（６ｂ）とに分割されているか、又は、
　シールエレメント（８）がねじ山（６）の燃焼室とは反対の側に配置されており、シー
ルエレメント（８）が点火プラグの軸方向で、ねじ山（６）と折り畳みシールリング（７
）との間に配置されている、請求項１０記載の点火プラグ。
【請求項１２】
　シールエレメントが方形の横断面を有している、請求項１０又は１１記載の点火プラグ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置を方向付けして内燃機関に組み込むための点火プラグに関する。
【背景技術】
【０００２】
　点火プラグは背景技術により種々様々な構成が公知である。公知の点火プラグは例えば
、点火プラグをシリンダヘッドにねじ込むことにより組み込まれる。ねじ込みの際には締
め付けトルクが高まり、所定の締め付けトルクに達した後にねじ込み過程が止まる。これ
により燃焼室におけるアース電極の方向付けは偶然的なものである。しかしながら昨今の
内燃機関では、燃焼室における所定の位置で点火を行う必要があるので、アース電極の位
置も重要である。従って、シリンダヘッドにねじ山を規定されたように方向付けして配置
することが提案された。これにより、点火プラグの組み付け後、燃焼室内でアース電極は
所定の位置にある。しかしながらこれはねじ山の製造に大きな手間を要する。さらに、こ
の場合、常に所定の締め付けトルクが生じるとは限らないことが認められた。締め付けト
ルクが低すぎると、特に点火プラグとシリンダヘッドとの間の結合が気密ではなくなる恐
れがある。さらに、点火プラグとシリンダヘッドとの間のねじ結合は振動により緩む、も
しくは解除される危険がある。しかしながら高すぎる締め付けトルクは、点火プラグ若し
くはシリンダヘッドにおける過負荷につながる。薄板材料から成るシール部材を提案して
いる特許文献ＥＰ１０３９６０１Ｂ１により公知の点火プラグでは、シール部材がねじ込
みの際に変形し、シリンダヘッドにおける点火プラグの方向付けを可能にしている。しか
しながらこの場合、特にシールの問題が生じる恐れがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＥＰ１０３９６０１Ｂ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、シリンダヘッドへの点火プラグの装着の際に、点火プラグ及びシリン
ダヘッドを過負荷することなしにシリンダヘッドにおける位置調整を可能にし、かつ卓越
した気密性と、緩み耐性のある不動の装着を保証するようなシール部材を備えた点火プラ
グを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題を解決するために本発明の構成では、内燃機関のための点火プラグであって、
アース電極と、中心電極と、絶縁体と、ケーシングと、折り畳みシールリングとを有して
おり、該折り畳みシールリングが、ケーシングの外周に配置されていて、折り畳みシール
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リングの横断面は中空プロフィールを有しており、折り畳みシールリングは、外方に向け
られた自由脚部と、載置領域とを有しており、折り畳みシールリングの載置領域は、当接
面上に載置されていて、自由脚部は、載置領域に対して所定の角度を成して配置されてお
り、折り畳みシールリングは、点火プラグの組み付けの際に圧縮され、自由脚部は、組み
付けの際に当接面の方向に折り曲げられ、折り畳みシールリングの直径が拡大されるよう
に設計されているようにした。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１の特徴を有する本発明による点火プラグは、公知のものに対して利点を有して
いる。即ち、本発明による点火プラグは、所要の規定された締め付けトルクまで締め付け
ることができ、次いでさらに付加的に、アース電極の位置調整のために最大１８０°回転
させることができるという利点を有している。この場合、本発明による点火プラグにより
、十分な気密性と、緩みにくい不動の装着部が保証される。このことは本発明によれば、
点火プラグが折り畳みシールリングを有しており、該折り畳みシールリングは、点火プラ
グのケーシングの外周に配置されていることにより得られる。折り畳みシールリングの横
断面は中空プロフィールを有しているので、所定の締め付けトルクに達した後も折り畳み
シールリングはさらに圧縮されることができ、これにより点火プラグの位置調整が、組み
付けられた状態でもなお可能であり、この際に、気密性、若しくは振動等に基づく点火プ
ラグの不都合な解離に関する欠点は生じない。ケーシングの外周における環状の折り畳み
シールリングは、外方に向けられた自由脚部と、載置領域とを有しており、自由脚部は、
載置領域に対して所定の角度をなして配置されている。自由脚部は、点火プラグをシリン
ダヘッドにねじ込む際に、点火プラグの燃焼室側の端部の方向で折り曲げられるように設
計されている。これにより、締め付けトルクに達した後、点火プラグの所望の位置調整に
基づき折り畳みシールリングがさらに変形した際に、接線状の引張負荷が折り畳みシール
リングに生じる。このことは特に、折り畳みシールリングの直径を拡大させる。折り畳み
シールリングのこのような変形過程の間、締め付け角度の関数としての締め付けトルクは
ほぼ一定である。従って、折り畳みシールリングは、所定の締め付けトルクに達した後で
もまだ点火プラグを位置調整することができ、この際に、位置調整過程の間、締め付けト
ルクはなおほぼ一定であることを保証する。折り畳みシールリングによれば、必要な気密
性も、シリンダヘッドにおける点火コイルの緩み耐性の装着も保証される。
【０００７】
　従属請求項には本発明の有利な構成が示されている。
【０００８】
　特に有利には、折り畳みシールリングの中空プロフィールの横断面は閉じられている。
これにより、所定の締め付けトルクに達した後すぐに、位置調整のためにシリンダヘッド
に点火プラグをさらにねじ込む際に、実際には一定の締め付けトルクのもとで、折り畳み
シールリングの迅速な変形が開始される。
【０００９】
　特に有利には、折り畳みシールリングは折り返し領域を有しており、この折り返し領域
は、自由脚部の、折り畳みシールリングの内側に向けられた面に接触している。これによ
り特に、折り畳みシールリングの変形の際には、折り返し領域と自由脚部との間には僅か
な抵抗しか生じない。何故ならば、折り返し領域の外側の丸くされた領域が自由脚部に接
触しているからである。
【００１０】
　さらに有利には、折り畳みシールリングはさらに湾曲領域とまっすぐな結合領域とを有
している。この場合、自由脚部は載置領域に移行している。さらに、載置領域は湾曲領域
に移行しており、湾曲領域はまっすぐな結合領域に移行している。さらに、まっすぐな結
合領域は折り返し領域に移行している。折り返し領域は自由脚部に接触しているので、こ
れにより閉じられた中空プロフィールが生じる。有利には折り畳みシールリングは薄板材
料から製造されている。
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【００１１】
　特に有利には、自由脚部と載置領域との間の角度は１００°～１４０°、特に有利には
約１２０°である。
【００１２】
　さらに有利には、まっすぐな結合領域と載置領域との間の角度は１０°～３０°であっ
て、有利には約２０°である。
【００１３】
　本発明の有利な別の構成によれば、まっすぐな結合領域と自由脚部との間の角度は６５
°～８５°、特に有利には約７５°である。
【００１４】
　有利には、点火プラグのケーシングは、折り畳みシールリングを収容するための切欠を
有している。切欠は、折り畳みシールリングの湾曲領域の外側の曲率半径に相当する又は
１０％大きい又は小さい曲率半径を有している。これにより、特に、折り畳みシールリン
グの領域に卓越したシールが得られる。
【００１５】
　さらに有利には、点火プラグのねじ山領域は、点火プラグの燃焼室側の端部に、折り畳
みシールリングよりもより近く配置されている。これにより特にコンパクトな構成が得ら
れる。
【００１６】
　本発明の有利な別の構成によれば、点火プラグはさらに、環状のシールエレメントを有
しており、このシールエレメントは、点火プラグとシリンダヘッドとの間のシールを保証
する。このシールエレメントは、点火プラグの燃焼室側の端部に、折り畳みシールリング
よりもより近くに配置される。付加的なシールエレメントを使用することにより特に、折
り畳みシールリングのシール特性はやや劣るものでも良く、従って安価に製造することが
できる。しかしながら折り畳みシールリングがなお十分なシール特性を有しているならば
、本発明によれば、冗長なシールが得られる。しかしながらシールエレメントを使用する
際には、折り畳みシールリングは有利には、シリンダヘッドにおいて点火プラグの緩み耐
性の不動の装着が得られるように設計される。
【００１７】
　有利には、シールエレメントは点火プラグのねじ山領域に配置されている。この場合、
シールエレメントはねじ山領域を２つの部分領域に分割している。選択的にはシールエレ
メントは、ねじ山領域の、燃焼室とは反対の側に直接隣接して配置されている。これによ
り、特に極めて簡単かつ安価に製造可能な連続的なねじ山領域が形成される。
【００１８】
　シールエレメントは有利には弾性的な材料、例えば、シリコンを主体としたプラスチッ
クから製造される。選択的にはシールエレメントはＰＴＦＥから製造することもできる。
有利にはシールエレメントは、点火プラグの組み付けの際に圧縮若しくは圧潰されるので
、卓越したシール特性が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例による点火プラグを部分的に断面して示した概略図である。
【図２】図１に示した点火プラグに組み込まれる折り畳みシールリングを拡大して概略的
に示した断面図である。
【図３】点火プラグのねじ込みのための締め付け角度に関する締め付けトルクを示したグ
ラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に図面につき本発明を実施するための形態を詳しく説明する。
【００２１】
　図１に示されているように、点火プラグ１は、アース電極２と、中心電極３と、絶縁体



(6) JP 2010-21144 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

４とを有している。金属から製造されたケーシング５は少なくとも部分的に絶縁体４を取
り囲んでいる。ケーシング５にはねじ山６が配置されていて、このねじ山６は、点火プラ
グ１をシリンダヘッド１０内に固定するために設計されている。
【００２２】
　さらに図１から明らかであるように、点火プラグ１は、折り畳みシールリング７と別個
のリング状のシールエレメント８とを有している。この場合、シールエレメント８は、ね
じ山６を有したケーシング５に配置されていて、ねじ山６は、第１のねじ山領域６ａと第
２のねじ山領域６ｂとに分割されている。シールエレメント８はこの場合、ケーシング５
に設けられた環状の溝内に配置されていて、横断面は変形された状態で方形状の形状を有
している。符号９はさらに、点火プラグ１のための電気的な接続部を示している。
【００２３】
　図２には折り畳みシールリング７が詳しく示されている。折り畳みシールリング７は横
断面で見て閉じられた中空プロフィールを有しており、薄板材料から製造されている。図
２に示されているように、折り畳みシールリング７は、自由脚部７ａと、載置領域７ｂと
、湾曲領域７ｃと、まっすぐな結合領域７ｄと、折り返し領域７ｅとを有している。自由
脚部７ａは載置領域７ｂに移行しており、載置領域７ｂは湾曲領域７ｃに移行しており、
湾曲領域７ｃはまっすぐな結合領域７ｄに移行しており、まっすぐな結合領域７ｄは折り
返し領域７ｅに移行している。折り返し領域７ｅは外方に向かって折り返されているので
、折り返し領域７ｅの端部の外面は、まっすぐな結合領域７ｄに対してほぼ平行である。
図２により明らかであるように、折り返し領域７ｅは自由脚部７ａに接触している。正確
に言うならば、折り返し領域７ｅの外側の湾曲面が、自由脚部７ａの端部における、折り
畳みシールリング７の内側に向けられた面に接触している。これにより、自由脚部７ａは
、折り返し領域７ｅの下方リップのように立っている。点火プラグ１がねじ込まれる際に
折り畳みシールリング７が変形する際に、軸方向に向けられた力Ｆが折り畳みシールリン
グ７に作用し、これにより自由脚部７ａが、シリンダヘッド１０の当接面１０ａの方向に
折り曲げられる。このことは図２に矢印Ａで示されている。図２は、まだ変形されていな
い折り畳みシールリング７の状態を示している。当接面１０ａは、点火プラグ１の長手方
向軸線Ｘ－Ｘに対して垂直な平面に位置している。
【００２４】
　図２に示したように、自由脚部７ａと載置領域７ｂ若しくは当接面１０ａとの間には、
約１２０°の角度αが形成されている。さらに、まっすぐな結合領域７ｄと自由脚部７ａ
との間には約７５°の角度βが形成されている。さらに、まっすぐな結合領域７ｄと載置
領域７ｂ若しくは当接面１０ａとの間の角度γは約２０°に規定されている。
【００２５】
　さらに、湾曲領域７ｃの外側の曲率半径Ｒ２は、ケーシング５内に形成されている切欠
５ａの曲率半径Ｒ１と同じである。切欠５ａは、折り畳みシールリング７を収容するため
に働き、ねじ山６との接続部に直接に配置されている。
【００２６】
　従って、力Ｆが折り畳みシールリング７に加えられると、特に、折り返し領域７ｅとま
っすぐな結合領域７ｄとが、垂直に当接面１０ａの方向に押される。折り返し領域７ｅは
自由脚部７ａに接触しているので、自由脚部７ａは矢印Ａの方向で当接面１０ａ上に押さ
れる。折り畳みシールリング７の変形は、特に、折り畳みシールリング７の領域の変形に
より直径が拡大するように行われる。折り畳みシールリング７の内部における中空室はこ
の場合、連続的に徐々に小さくなる。これにより特に、折り畳みシールリング７の圧力負
荷は、接線方向の引張負荷に変換される。このことは、引張角度φに関するトルクの経過
を示した図３のグラフによっても明らかである。このグラフで、ＢとＣとの間の領域は１
８０°の角度範囲であり、この範囲において、点火プラグ１はシリンダヘッド１０内で位
置調整（方向付け）することができる。図３に示したように、締め付けトルクＭはこの範
囲ではほぼ一定であるので、特に、位置調整過程で高すぎる締め付けトルクにより点火プ
ラグ若しくはシリンダヘッドが損傷することはない。この場合、特に、締め付けトルクＭ
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は、プレロード力Ｆに対して比例している。
【００２７】
　従って、折り畳みシールリング７により、本発明による点火プラグ１は規定された締め
付けトルクでシリンダヘッド１０内にねじ込むことができ、締め付けトルクの意図しない
上昇なしに、点火プラグの位置調整を最大１８０°にわたって行うことができる。折り畳
みシールリング７の押圧負荷は、引張負荷に変換され、これにより方向付け過程中の締め
付けトルクはほぼ一定に維持することができる。この場合、折り畳みシールリング７は特
に、シリンダヘッド１０における点火プラグ１の不動の装置部を成しており、この装着部
は、振動や温度変更負荷などによって緩むことはない。シールエレメント８は、燃焼室と
点火プラグ１の外面との間の気密なシールを保証している。従って、本発明によれば、ア
ース電極２の所望の方向付けが、特に、燃焼室における燃料流に対して直角方向で行われ
、高すぎる締め付けトルクによる点火プラグの過負荷は回避される。
【符号の説明】
【００２８】
　１　点火プラグ、　２　アース電極、　３　中心電極、　４　絶縁体、　５　ケーシン
グ、　５ａ　切欠、　６　ねじ山、　６ａ　第１のねじ山領域、　６ｂ　第２のねじ山領
域、　７　折り畳みシールリング、　７ａ　自由脚部、　７ｂ　載置領域、　７ｃ　湾曲
領域、　７ｄ　まっすぐな結合領域、　７ｅ　折り返し領域、　８　シールエレメント、
　９　電気的な接続部、　１０　シリンダヘッド、　１０ａ　当接面

【図１】 【図２】

【図３】
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